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１ 策定にあたって 

１.１ 下水道ビジョン策定の目的と背景 

 

釧路市の下水道事業は、1955年（昭和 30 年）から管路整備に着手し、1974年（昭和 49 年）に古川

下水終末処理場の供用を開始するなど、都市の発展と人口の増加にあわせて急速に整備を進め、６つ

の下水処理場と 10 箇所の中継ポンプ場、管路は 1,479ｋｍに達し、下水道処理人口普及率1は 98.5％

となりました。高度経済成長期に整備された管路や施設の多くは老朽化しつつあり、更新時期を迎え

ています。 

さらに、ライフラインを確保するための災害対策が喫緊の課題であるとともに、節水型機器の普及

や人口減少に伴う使用料収入の減少等により、経営環境は厳しさを増しつつあります。 

 

本市下水道事業では、こうした現状と課題を踏まえた上で、目指すべき方向を見定め、将来像やその

実現のための施策を明確にするため、2012年度（平成 24 年度）から 10 か年で取り組む施策等をまと

めた『豊かな環境となる持続可能な下水道の創造』を基本理念とする「釧路市下水道ビジョン」を策定、

また、ビジョンに掲げた施策目標の実現と健全な財政運営との両立を図るための具体的な実施計画と

して「釧路市下水道経営計画」を策定し、取り組みを進めてまいりました。 

この間に国土交通省が、下水道の現状と将来に向けた課題を客観的かつ的確に捉え、さらに社会経

済情勢の変化や将来も見通した上で、「ビジョン」を描き、その「ビジョン」を達成するための中期的

な目標と施策の明確化を目的とし、2014年（平成 26年）に「新下水道ビジョン～「循環のみち」の持

続と進化～」を公表しています。 

 

前下水道ビジョンの計画期間が 2021年度（令和 3年度）で終了するにあたり、これまでの施策や取

り組みを評価分析し、市民生活に必要不可欠なライフラインを次の世代に確実に引き継いでいくこと

を主眼とした、『次世代へつなぐ持続可能な水循環をささえる下水道』を基本理念とする、新たな「釧

路市下水道ビジョン」を策定することとしました。 

 

１.２ 計画の位置づけ及び計画期間 

本ビジョンは、下水道事業の長期的な運営指針として、2022 年度（令和 4 年度）から 10 年間の将

来像や施策目標、具体的施策を取りまとめます。取りまとめにあたっては、広く意見を把握し反映を図

るとともに、釧路市まちづくり基本構想など各種関連計画との整合を図ります。 

また、本ビジョンの施策を確実に実現するため、同期間の下水道経営計画を策定し、具体的な事業内

容等を明らかにします。 

なお、2021年（令和 3 年）3月に策定した経営戦略については、本ビジョン及び経営計画に内包する

こととします。 

 

 

 

                             
1下水道処理人口普及率：行政区域内の総人口に占める処理区域内人口（下水道を利用できる区域の人口）の比率をいい、百分率で表
す。 
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図 １.１ 下水道ビジョン計画期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １.２ 関連する計画 

釧路市まちづくり基本構想 

2018 年度（平成 30 年度）～2027 年度（令和９年度） 

釧路市下水道ビジョン  

関連する計画 

・第 2期 釧路市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

・第２次釧路市都市計画マスタープラン 

・釧路市強靭化計画 

・釧路市地域防災計画 

・釧路市一般廃棄物処理基本計画 

H29 

釧路市まちづくり基本構想 

 

釧路市下水道ビジョン【計画期間１０年】 
計画策定期間 

【１年】 

釧路市下水道経営計画  見直し 

2022 年度(令和４年度)～2031 年度(令和 13 年度) 

H24 

【計画期間 10年】 

2021 年度 

（令和３年度） 

2022 年度 

（令和４年度） 

2027 年度 

（令和９年度） 

2032 年度 

（令和 14 年度） 

2021 年度 

（令和３年度） 



3 

２ 下水道事業の概要 

２.１ 下水道事業のあゆみ 

本市の下水道事業は、公衆衛生の向上と都市の浸水被害を軽減するため、1955年（昭和 30年）に古

川処理区で事業認可を受け着手しました。その後、都市の発展と人口の増加にともない白樺・大楽毛処

理区の拡大をしました。阿寒湖畔処理区は 1986 年（昭和 61 年）、阿寒処理区は 1996 年（平成 8 年）、

音別処理区は 2001年（平成 13年）に処理を開始し、現在では６処理区に６つの下水処理場と 10箇所

の中継ポンプ場を抱え、下水道処理人口普及率は 98.5％（2020 年度（令和２年度）末現在）（北海

道:91.6％、全国：80.1％（2020 年度（令和２年度）末 東日本大震災影響により一部調査対象外））

にまで達しています。 

 

２.２ 下水道事業計画と施設の概要 

釧路市下水道事業計画と下水道施設の概要を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.１ 釧路市下水道事業計画区域  
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■釧路市下水道事業のあゆみ 
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２.３ 下水道事業を取り巻く環境 

下水道は、都市の健全な発達と公衆衛生の向上にとって必要不可欠なものであり、生活環境の改善、

公共用水域の汚濁防止、浸水の防除を始め、自然環境の保全、水資源対策などの多様化する現代的役割

を担う根幹的な都市施設であることから、「ナショナルミニマム1」のひとつとして位置づけられ、都市

の進展に合わせて整備されてきました。 

近年では、下水道整備を「排除・処理」を中心とした考え方から、地域の持続的発展のための「活用・

再生」を中心とした考え方に推し進め、「下水道
．
」から健全な水循環及び資源循環を創出する活用・再

生という「循環のみち
．．

」への転換により新たな社会ニーズに応える社会基盤と位置づけるようになり

ました。 

下水道事業を取り巻く環境は、快適で便利な生活やよりよい環境を求めるニーズの変化、さらには

人口減少や少子高齢化の進行、老朽化施設の増大、産業構造の転換など、大きく変化しています。「循

環のみち」を実現するため、「水のみち」、「資源のみち」、及びそれらを支える「施設再生」を基本方針

とし、「環境、安全・活力」といった視点により、水洗化未整備地域の解消のほか、浸水対策、災害対

策、下水道施設の改築・更新、下水道資源の有効活用といった施策の取り組みを進めています。 

このような中で、将来の社会や自然環境に対し、下水道に期待される役割や貢献できる機能等を把

握するために、ここでは本市下水道事業の現状と課題について示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.２ 下水道事業を取り巻く環境と抱える課題 

 

 

                             
1 ナショナルミニマム：国が広く国民全体に対して保障する必要最低限の公共サービス水準。 

  

処理区域内人口・処理水量・使

用料収入の減少 

未普及地域の解消 

老朽化施設の増大 

経験豊かな職員の退職 

省エネ・新エネ、資源利用の

状況 

２.４.６ 下水道資源・資産の活用 

２.４.３ 浸水対策 

２.４.４ 災害対策 

２.４.２ 水環境の保全 

２.４.１ 下水道ストックの維持管理 

２.４.５ 下水道事業経営 

各
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＜下水道を取り巻く環境＞ ＜下水道が抱える課題＞ 

東日本大震災等の災害を踏

まえた危機管理対策 
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２.４ 下水道事業が抱える課題 

２.４.１ 下水道ストックの維持管理 

下水道施設は、供用開始してから休むことなく稼働しています。 

本市における下水道施設の現状と課題について以下に示します。 

 

本市の下水道施設は、1955 年（昭和 30 年）から整備に着手し、都市の発展と人口の増加にあわせ

て急速に整備が行われました。現在では６つの下水処理場と 10の中継ポンプ場、1,479kmに及ぶ管路

が整備され、膨大な施設を維持管理し、多くの市民に下水道サービスを提供しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.３ 釧路市の下水道施設の整備推移 
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(1) 改築更新等 

下水道施設の平均的な耐用年数は、下水処理場の設備類で 15～20年、管路施設で 50年といわれ

ています。これらの施設が年数の経過とともに劣化・老朽化すると処理機能が低下し下水道本来の

機能を発揮できないため、下水道が求められる役割に寄与できません。また、道路陥没などの思わ

ぬ事故に発展する可能性があります。このため、これまでも施設の維持管理に努めてきましたが、

増大する老朽化した施設に適切な維持管理を行っていくことが課題となっています。また、施設の

重要性や経過年数等による優先度を考慮し、計画的に改築更新工事を実施していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（国土交通省ホームページより抜粋） 

図 ２.４ 下水道資産が適正に管理されなかった場合に想定される影響 

 

(2) 不明水の流入 

不明水は、下水道施設の能力を低下させ、必要なときに十分な能力を発揮できないばかりか、流

入量の増加によって、処理施設への負担が増加するなど、下水道システム全体に悪影響を及ぼしま

す。網の目のように張りめぐらされた下水道管路網から、不明水の発生原因を特定することは極め

て難しく、その対応が課題となっています。また、長雨等の降雨時には管路の処理能力に影響を与

え、各戸で水洗不能などの事態が発生する場合があるため、その対策として取付管カメラ調査や汚

水貯留施設の整備を実施しています。 

 

(3) 管路の異常箇所の発生 

滞水や悪臭などの管路の異常は、発生箇所数も多く、また、全市にわたり散在するため、日常的

に巡視・点検を行い、異常箇所の修繕など予防保全型の維持管理を行っています。 

老朽化を放置すれば、処理

機能の停止によるトイレ

の使用制限、未処理下水の

流出、管路破損による道路

陥没など社会経済活動に

重大な影響を及ぼします。 
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(4) 管路の硫化水素1による腐食 

中継ポンプ場からの圧送管の下流部において、硫化水素による腐食劣化が確認された管路が多数

存在し、その中でも緊急に対策を必要とされる管路については、順次、更新事業を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 施設情報のデータベース化 

管路施設については、膨大な資料を一元的、かつ体系的に蓄積する「上下水道管路情報システム」

を構築し、各戸の給排水設備台帳、下水処理場・中継ポンプ場の機器設備台帳についても同様にデ

ータベース化を完了し、2015年度（平成 27年度）から運用を開始しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.５ 管路システム操作画面イメージ 

今後の下水道ストックは、維持管理水準を確保しつつ維持管理の効率化を実現し、引き続き持続

的に安定した下水道サービスを提供していくことが必要です。そのためには管路、中継ポンプ場、

下水処理場において、これまでと同様に定期的な調査を行い、リスク管理2を主眼にした維持管理、

長寿命化を含めた施設の改築・更新等が実施されるよう努めていかなければなりません。また、効

率的に実施するため、ストックマネジメント計画等に基づき、施設の重要度や優先度を考慮し計画

                             
1 硫化水素：火山ガスや鉱泉水に含まれるが、硫黄を含むたんぱく質の腐敗や硫酸塩の還元によっても生じる特有の臭気をもつガス。
汚泥、し尿の嫌気性化消化過程や下水、汚泥の腐敗により発生する。 

2 リスク管理：リスクマネジメント。経済活動に生じるさまざまな危険を、最小の費用で最小限に抑えようとする管理手法。危機管
理。危険管理。 

腐食により鉄筋が露出した状況 

  

管更生施工状況 
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的に改築・更新を進めていく必要があります。 

さらには、引き続き下水道管理者の技術力、維持管理体制を確保していくことが必要です。 

 

表 ２.１ 下水処理場の整備状況 

下水処理場名 処理区 供用開始年度 
経過年数 

2020年度(令和 2年度)まで 

古川下水終末処理場 古川処理区 1974年度（昭和49年度） 47年 

白樺下水終末処理場 白樺処理区 1981年度（昭和56年度） 40年 

大楽毛下水終末処理場 大楽毛処理区 1986年度（昭和61年度） 35年 

阿寒湖畔下水終末処理場 阿寒湖畔処理区 1986年度（昭和61年度） 35年 

阿寒下水終末処理場 阿寒処理区 1996年度（平成８年度） 25年 

音別浄化センター 音別処理区 2000年度（平成12年度） 21年 

 

表 ２.２ 中継ポンプ場の整備状況 

中継ポンプ場名 処理区 供用開始年度 
経過年数 

2020年度(令和 2年度)まで 

旭町中継ポンプ場 古川処理区 1974年度（昭和49年度） 47年 

愛国第一中継ポンプ場 古川処理区 1977年度（昭和52年度） 44年 

浜町中継ポンプ場 古川処理区 1979年度（昭和54年度） 42年 

南浜中継ポンプ場 古川処理区 1981年度（昭和56年度） 40年 

米町中継ポンプ場 古川処理区 1988年度（昭和63年度） 33年 

大川中継ポンプ場 古川処理区 1983年度（昭和58年度） 38年 

柏木中継ポンプ場 古川処理区 1984年度（昭和59年度） 37年 

春採中継ポンプ場 古川処理区 1984年度（昭和59年度） 37年 

興津中継ポンプ場 白樺処理区 1991年度（平成３年度） 30年 

蛯川中継ポンプ場 阿寒湖畔処理区 1986年度（昭和61年度） 35年 
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表 ２.３ 管路施設の整備状況 

区分 処理区名 整備延長 整備開始年度 
経過年数 

2020年度(令和 2年度)まで 

合流管 

古川処理区 154km 1954年度（昭和29年度） 67年 

白樺処理区 16km 1962年度（昭和37年度） 59年 

小計 170km  

汚水管 

古川処理区 353km 1967年度（昭和42年度） 54年 

白樺処理区 81km 1980年度（昭和55年度） 41年 

大楽毛処理区 280km 1971年度（昭和46年度） 50年 

阿寒湖畔処理区 20km 1975年度（昭和50年度） 46年 

阿寒処理区 34km 1992年度（平成 4年度） 29年 

音別処理区 20km 1995年度（平成７年度） 26年 

小計 788km  

雨水管 

古川処理区 276km 1961年度（昭和36年度） 60年 

白樺処理区 49km 1981年度（昭和56年度） 40年 

大楽毛処理区 196km 1965年度（昭和40年度） 56年 

阿寒湖畔処理区 0.3km 1975年度（昭和50年度） 46年 

小計 521km  

合計 1,479km  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.６ 処理区別の管路施設整備量 

 

 

 

 

 

 

古川処理区 783km

52.9%

白樺処理区 146km 9.9%

大楽毛処理区 476km

32.2%

阿寒湖畔処理区 20km

1.4%

阿寒処理区

34km 2.3%
音別処理区

20km 1.4%
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(6) 事業実施状況 

前ビジョンでは、下水道ストックの維持管理に関して以下の取り組みを行いました。 

・施設の重要性や経過年数等による優先度を考慮し、下水道施設の改築・更新を実施しました。 

・雨天時の不明水対策として、大楽毛処理区汚水貯留施設を建設し、2020年（令和２年）６月下旬

より運用を開始しました。 

・施設情報のデータベース化は 2014 年度（平成 26 年度）に完了し、2015 年度（平成 27 年度）よ

り上下水道管路情報システムの運用を開始しました。また、維持管理情報（調査履歴、修繕履歴

等）の入力を行い、最新情報に更新しました。 

 

(7) 現状を踏まえた課題及び取り組みの方向性 

2012年度（平成 24 年度）から 2020年度（令和２年度）の取り組みでは、概ね目標値を達成する

ことができました。一方、管路の更新延長や主要な設備機器の整備率(処理場)は目標値を達成する

ことができませんでした。また、達成できた項目についても、下水道施設の適正な維持管理を図る

ため、引き続きこれまでの取り組みを実施していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【課題に対する取り組みの方向性】 

○安定した下水道施設の維持管理を図る 

○下水道が主因となる事故を防止する 

○効率的な維持管理情報の運用を図る 

 

 
大楽毛処理区汚水貯留施設 

「こんにちはくしろの上下水道」より 
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２.４.２ 水環境の保全 

公共下水道による汚水処理は、快適で衛生的な生活環境の実現や、公共用水域の水質保全に重要な

役割を果たしています。 

本市における水環境保全の現状と課題について以下に示します。 

 

1974 年（昭和 49 年）の古川下水終末処理場の供用開始とともに、処理区域を拡大し、これまでの

下水道処理人口普及率（処理区域内の利用可能人口／行政人口）は、98.5％（2020年度（令和 2年度）

末）と全国平均 80.1％（2020年度（令和 2年度）末東日本大震災影響により一部調査対象外）と比べ

ると高い状態にあります。 

下水道処理区域内人口、下水道処理人口普及率、水洗化率を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.７ 下水道の整備状況及び普及率 

 

(1) 汚水施設の整備 

汚水施設の整備は、下水道処理人口普及率 98.5％、汚水面積整備率 93.9％に達し、概ねの整備を

完了しています。汚水管路の未整備地区としては、建物のない空き地に面する道路や私道路があり、

そのうち私道路では、下水道処理区域内における私道路に対する水洗化促進の助成制度として、「私

道路に対する公共下水道設置要綱」を策定し、整備率の向上を図ってきました。 
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(2) 水洗化の促進 

水洗化率（水洗化人口／処理区域内の利用可能人口）は、95.7％（2020 年度（令和 2 年度）末）

となっていますが、地区別にみると阿寒処理区や音別処理区では若干低い状況がうかがえます。ま

た、下水道への接続に関しては、釧路市下水道条例で「供用開始の日から 180日以内に排水設備を

設置すること」を規定するとともに、下水道法で「告示日から３年以内にくみ取り便所を水洗便所

へ改造すること」が規定されていますが、老朽家屋や高齢者世帯であること、経済的事情があるこ

とを理由に未接続・未水洗化が現存しており、未接続世帯の減少と水洗化率の向上が課題となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.８ 地区別の水洗化率（2020 年度（令和 2 年度）末） 

 

(3) 総合的な処理手法の確立 

都市部においてはスケールメリットの大きい公共下水道が集合処理として整備されてきました

が、郊外や山間部など分散された地区については、個別処理として合併処理浄化槽による汚水処理

の方が適しています。このため、本市の取り組みとして、下水道処理区域外における合併処理浄化

槽の普及を目的とした、合併処理浄化槽設置への補助を行ってきました。 

また、広域化・共同化の取り組みとしては、釧路市、釧路町、白糠町、鶴居村のし尿及び浄化槽

汚泥の処理について、生活排水処理の一元化及び効率化を図ることを目的とした「ＭＩＣＳ事業 

（汚水処理施設共同整備事業）｣を 2013 年度（平成 25 年度）から大楽毛下水終末処理場にて行っ

ています。 

今後も効率的な汚水処理を普及促進するため、下水道事業によって整備された地区の未水洗化世

帯については公共下水道への早期接続を促し、また、下水道事業の計画のない地区では、市民への

周知・啓発活動を行うことで、合併処理浄化槽の設置促進を図っていくこととします。 
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(4) 放流水質 

本市は豊かな水資源に囲まれ、６つの下水処理場において、きめ細やかな運転管理体制のもと基

準に適した放流水質の維持に努めてきました。 

各下水処理場の放流先環境基準を示します。 

表 ２.４ 各下水処理場の放流先環境基準 

 古川下水 

終末処理場 

白樺下水 

終末処理場 

大楽毛下水 

終末処理場 

阿寒湖畔下水

終末処理場 

阿寒下水 

終末処理場 

音別 

浄化センター 

処 理 区 古川 白樺 大楽毛 阿寒湖畔 阿寒 音別 

放 流 先 釧路川 太平洋 星が浦川 阿寒川 阿寒川 風連別川 

類   型 Ｅ 海域Ｃを準拠 Ｂ ＡＡ Ｂ Ｅを準拠 

環境基準値 
BOD1 10mg/ℓ 

以下 

COD2 8mg/ℓ 

以下 

COD 3mg/ℓ 

以下 

BOD 1mg/ℓ 

以下 

BOD 3mg/ℓ 

以下 

BOD 10mg/ℓ 

以下 

 

(5) 合流式下水道の改善 

合流式下水道の改善のため、2004 年度（平成 16 年度）に「合流式下水道改善計画」を策定し、

スクリーン3の設置、雨水滞水池への改造、堰
せき

のかさ上げの整備を行い、2013 年度（平成 25 年度）

にすべての事業を完了しました。 

 

(6) 事業実施状況 

前ビジョンでは、水環境の保全に関して以下の取り組みを行いました。 

・建物の建設等に合わせて、汚水管及び汚水桝の整備を行いました。 

・広域化・共同化の取り組みとして、大楽毛下水終末処理場に共同汚水処理施設（ＭＩＣＳ）を整

備し、2013年度（平成 25年度）から供用開始しました。 

・合流式下水道の改善は、合流式下水道改善計画に基づき、事業を完了しました。 

 

(7) 現状を踏まえた課題及び取り組みの方向性 

2012年度（平成 24 年度）から 2020年度（令和２年度）の取り組みでは、目標値を達成すること

ができました。 

 

 

 

 

 

 

 

                             
1 ＢＯＤ：Biochemical Oxygen Demand 
生物化学的酸素要求量といい、水の汚れ具合（有機物の量）を示す、主に河川の水質を測る代表的な指標。水中の酸素を使って汚れ
を分解する微生物が、対象となる水の汚れを分解するときに使用した酸素量を調べるもので、単位は㎎/ℓ。汚れている水ほど分解に
酸素が必要となるため、ＢＯＤの値は高くなる。 

2 ＣＯＤ：Chemical Oxygen Demand 
水の汚れ具合（有機物の）を示す、主に海水や湖沼の水質を測る代表的な指標。薬品を用いて調べ、単位は㎎/ℓ。化学的酸素要求量
の略。 

3 スクリーン：雨天時の合流下水に含まれているきょう雑物が川に直接放流されることを防ぐため、きょう雑物を取り除く施設。 

 【課題に対する取り組みの方向性】 

○衛生的で快適な暮らしを支える 

○下水道の普及及び水洗化を促進する 
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２.４.３ 浸水対策 

本市の下水道事業では、下水道施設の主な役割である雨水排除、浸水の防除を図るため雨水管路の

整備を行い、人命、財産の保護と都市機能の確保に努めてきました。 

本市では、大きな浸水被害は最近発生していませんが、他の地域では近年、下水道の能力水準を上

回る集中豪雨（ゲリラ豪雨）が頻発し、浸水被害が発生しています。多発する集中豪雨などは、時間

により雨の降り方が急激に変化することから、この様な気象条件にも下水道事業は対応が求められま

す。 

本市における浸水対策の現状と課題について以下に示します。 

 

これまでの雨水管路の整備は、面積整備率（整備面積／事業計画面積）62.0％（2020年度（令和 2

年度）末）となっています。これまでも都市の発展にともない、下水道事業においては、降雨強度の

見直し等を行い対応してきましたが、部分的な冠水の発生や、集中豪雨への対応など、今後も浸水対

策を進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.９ 釧路市の年間降水量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.１０ 釧路市の 1日最大降水量の推移 
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図 ２.１１ 釧路市の 1時間最大降水量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.１２ 雨水管の整備面積推移（合流含む）（便宜上、処理区単位で表現） 
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(1) 事業実施状況 

前ビジョンでは、浸水対策に関して以下の取り組みを行いました。 

・昭和北地区など、低地の浸水予想区域を中心に雨水管整備を実施しました。 

・道路事業や河川事業と連携し雨水管整備を実施しました。 

 

(2) 現状を踏まえた課題及び取り組みの方向性 

2012年度（平成 24 年度）から 2020年度（令和２年度）の取り組みでは、目標値を達成すること

ができました。しかし、雨水管未整備の区域については今後も被害を発生させないよう、引き続き

整備の推進と既存施設の維持が必要です。引き続き、浸水対策の取り組みを継続していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【課題に対する取り組みの方向性】 

○円滑な雨水排水を促す 

○雨による被害を最小限に抑える 
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２.４.４ 災害対策 

地震の多発地域である本市では、大きな地震によって過去に３度にわたり下水道施設が被害を受け、

市民生活に影響を及ぼしました。主な被害は、地盤の液状化による管路やマンホールの浮き上がり、

下水処理場の継ぎ手のズレなどが確認されています。 

地震により下水道施設が被災した場合には、市民生活に大きな影響を及ぼし、公共用水域への悪影

響も懸念されますが、施設の耐震化は多額の費用がかかるため大きな課題の一つとなっています。 

また、東日本大震災のような地震に伴う津波対策も大きな課題となっています。 

 

表 ２.５ 釧路市下水道の過去の地震被害 

 
地震名 地震の規模 

釧路市内の 

最大震度 
下水道の主な被害 

1993年(平成5年) 

1月15日 
1993年（平成５年） 

釧路沖地震 

釧路沖 

Ｍ7.5 
6 

マンホールの浮き上がり 

下水処理場の伸縮継手のズレ 

1994年(平成6年) 

10月4日 
1994年（平成６年） 

北海道東方沖地震 

根室半島沖 

Ｍ8.2 
6 管路やマンホールの浮き上がり 

2003年(平成15年) 

9月26日 
2003年（平成15年） 

十勝沖地震 

釧路沖 

Ｍ8.0 
5強 管路やマンホールの浮き上がり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

釧路市下水道の地震被害状況 

（1993年（平成５年）釧路沖地震） 

躯体継手部の破損による汚水流出被害 

（1993年（平成５年）釧路沖地震） 

予備曝気棟と水処理棟の隙間発生 

（2003年（平成 15年）十勝沖地震） 

管路部の液状化による陥没被害 

（2003年（平成 15年）十勝沖地震） 

液状化によるマンホール突出被害 
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本市における災害対策の現状と課題について以下に示します。 

 

下水道施設の耐震対策については、「下水道施設 耐震・耐津波対策基本計画書」を策定し、耐震化・

耐津波化対策の基本方針や被災時の応急対策についてまとめています。その中で、各施設の重要度等

を検討しており、特に避難施設が接続されている管路等については、重要な幹線として位置づけをし

ています。 

 

表 ２.６ 重要な幹線とその他の管路の延長 

下水道管路延長 重要な幹線延長 割合 

1,479km 183km 12.37％ 

 

耐震化の取り組みについては、2005 年度（平成 17 年度）の下水道施行令の改正により、その後の

下水道施設には耐震性能を有した施設の整備を行っています。施行令改正以前に整備した下水処理場

や中継ポンプ場については、耐震診断は既に完了しており、順次補強工事を行っています。 

管路については、2002 年（平成 14 年）以降から重要な幹線を中心に耐震化を実施していますが、

それ以前の既存管については、耐震診断を実施していない状況です。 

また、地震による津波被害を最小限とするため、下水処理場や中継ポンプ場における防水対策、浸

水対策が必要です。 

 

 

表 ２.７ 釧路市下水道施設の耐震診断実施状況（処理場） 

処理場名 
建 設 

着手年 

耐震の取り組み（実施概要） 

機能別施設名 耐震診断 
耐 震 化 

補強工事等 

古川下水終末処理場 1970年（昭和 45年） 

管理棟・沈砂ポンプ棟 実施済 実施済 

吐水槽 実施済  

予備曝気槽・水処理棟 実施済  

汚泥棟、１・２系濃縮槽 実施済  

白樺下水終末処理場 1978年（昭和 53年） 

管理棟 実施済 実施済 

水処理棟 実施済  

汚泥処理施設 実施済  

阿寒湖畔下水終末処理場 1976年（昭和 51年） 
管理棟他 実施済  

汚泥処理施設 実施済  

※1981 年（昭和 56 年）の建築基準法改定前に設計された施設（建物等）を対象としている。 
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表 ２.８ 釧路市下水道施設の耐震診断実施状況（ポンプ場） 

ポンプ場名 
建 設 

着手年 

耐震の取り組み（実施概要） 

機能別施設名 耐震診断 
耐 震 化 

補強工事等 

旭町中継ポンプ場 1968年（昭和 43年） ポンプ場（建物本体） 実施済 実施済 

愛国第一中継ポンプ場 1976年（昭和 51年） ポンプ場（建物本体） 実施済  

浜町中継ポンプ場 1974年（昭和 49年） ポンプ場（建物本体） 実施済 実施済 

南浜中継ポンプ場 1980年（昭和 55年） ポンプ場（建物本体） 実施済 実施済 

大川中継ポンプ場 1982年（昭和 57年） ポンプ場（建物本体） 実施済  

蛯川汚水中継ポンプ場 1983年（昭和 58年） ポンプ場（建物本体） 実施済  

※1981 年（昭和 56 年）の建築基準法改定前に設計された施設（建物等）を対象としている。 

 

また、災害等の危機管理対応については、災害対策法の規定に基づき作成された「釧路市地域防災

計画」、水防法の規定に基づき作成された「釧路市水防計画」等に則り対応するとともに、上下水道部

危機管理対策基本方針や上下水道部ＢＣＰにより、災害時職員配置体制を定め、応急対策を講じるこ

とにしています。 

 

引き続き災害対策を進めていく必要があり、財政状況も踏まえながら、防災と減災の両面から進め

ていきます。また、災害時には、効率的で迅速な対応を行うためには日頃からの訓練が必須であり、

各種災害訓練を実施するとともに、既存の緊急対応マニュアルの改訂等が求められます。加えて、大

規模な地震や津波災害において、事業の早期復旧と継続性の確保を迅速かつ的確に実施し、下水道サ

ービスの安定供給が行えるよう、引き続き実効性の高い危機管理体制を構築していくことが求められ

ます。 
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(1) 事業実施状況 

前ビジョンでは、災害対策に関して以下の取り組みを行いました。 

・計画的に耐震補強を進めていますが、予定事業の緊急度、重要度など施設の状況に応じた見直し

を行っていることや、国の交付金事業の内示率の低下などから、2020年度（令和２年度）におい

ては目標値を下回っていますが、2021年度（令和３年度）には達成となります。 

・市役所ＢＣＰの改訂に併せ、その詳細版として作成している上下水道部ＢＣＰの改訂を行いまし

た。 

・施設維持管理委託事業者とともに、停電時のマンホールポンプ所における仮設発電機接続訓練を

実施しました。 

 

(2) 現状を踏まえた課題に対する取り組みの方向性 

2012 年度（平成 24 年度）から 2020 年度（令和２年度）の取り組みでは、ソフト1面では目標値

を達成することができましたが、ハード2面では目標を達成することはできませんでした。災害対策

の取り組みを継続していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
1 ソフト：主にサービスの提供や事業実施の環境づくりなど 
2 ハード：主に道路や施設の整備等、構造物の建設が必要なもの。 

 【課題に対する取り組みの方向性】 

○災害から下水道施設を守る 

○災害時等の危機管理を強化する 
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２.４.５ 下水道事業経営 

下水道事業は、利用者へのサービスの維持に努めることが重要であるとともに、持続可能な下水道

事業を目指す上で、経営面において健全である必要があります。 

本市における下水道事業経営の現状と課題について以下に示します。 

 

(1) 経営状況 

本市は、道内他都市と比べて立ち遅れていた下水道の普及率向上に対する多くの市民要望を受け、

昭和 50年代に積極的な建設投資を行い、普及率を飛躍的に向上させることができました。 

しかしながら、その財源の多くを企業債（市の借金）で調達したことから、後年次に多額の元利

償還金1（借金の返済）として経営を圧迫することとなりました。現在は償還を進めており、2020年

度（令和２年度）末で約 58,000千円の資金不足額（不良債務）となっています。 

資金不足は 2021 年度（令和 3 年度）には解消する見通しであるが、老朽化した管路や施設の更

新に多額の資金需要が見込まれており、引き続き厳しい経営状況となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.１３ 財政状況の推移 

 

 

 

 

 

 

 

                             
1 元利償還金：地方債の発行後、各事業年度に支出する元金と利息の償還額、または一定期間に支出する元金、利息の償還金の総額。 
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(2) 料金制度 

水道料金及び下水道使用料は、近年の人口減少などによる収入の落ち込みが続いています。特に、

水道事業の収支見通しでは、何らかの手立てを講じなければ今後資金不足の発生が見込まれる、厳

しい財政状況となっています。一方、コロナ禍における厳しい社会・経済状況を考慮する必要があ

ります。そこで、2022年（令和４年）４月から家事用の水道料金と下水道使用料の合計額が改定前

の額を超えないこととするなど、できる限り市民に新たな負担を生じさせないことを基本とし、水

道料金は 2.9%の値上げ、下水道使用料は 2.5%の値下げすることとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.１４ 下水道使用料の推移 
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(3) 人口減少の進行 

本市の人口は、1982年度（昭和 57年度）までは増加傾向にあり、22万８千人が居住していまし

たが年々減少を続け、現在ではピーク時の７割程度の 16 万 4 千人（2020 年度（令和２年度）末）

まで減少し、2030 年度（令和 12 年度）には、14 万６千人と現在の約９割に減少する見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.１５ 釧路市の総人口の推移と将来予測 

※出典：2018年（平成 30年）12月 国立社会保障・人口問題研究所推計値 

また、人口構成では、2015 年度（平成 27 年度）で３割だった 65 歳以上の人口比率が 2030 年度

（令和 12年度）には総人口の４割と予測されており、高齢化が一層進むといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.１６ 釧路市の総人口に占める年齢構成率の将来予測 

※出典：2018年（平成 30年）12月 国立社会保障・人口問題研究所推計値 
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(4) 事業計画の見直し 

下水道整備への投資を行った結果、下水道処理人口普及率は 1977年（昭和 52年）以降、急速に

上昇してきました。現在では大部分の市民が下水道を使える普及率まで達しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.１７ 下水道計画人口と下水道普及率の推移 

 

下水道事業計画は、将来の都市の規模に応じ策定していますが、1975 年（昭和 50 年）代半ばま

では右肩上がりに増加傾向であった人口も、バブルの崩壊、金融機関の破綻、炭鉱の閉山が重なり、

以降、減少の一途をたどっている状況が続いています。 

下水道事業計画においてもこれらの状況を踏まえ各種計画と整合を図りながら、今後においても、

その時々の社会情勢に応じた見直しを行っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

0

50

100

150

200

250

1973

昭和48

1978

昭和53

1983

昭和58

1988

昭和63

1993

平成5

1998

平成10

2003

平成15

2008

平成20

2013

平成25

2018

平成30

普及率(％)人口（千人）

年度

未整備人口（特環）

未整備人口（公共）

整備人口（特環）

整備人口（公共）

下水道処理人口普及率



27 

(5) 情報公開・広報活動の状況 

情報の提供・共有については、釧路市情報公開条例、釧路市個人情報保護条例及び釧路市民意見

提出手続条例等を適用しながら、公営企業の諸活動を説明し市民の理解と信頼を深めるとともに、

個人の権利利益の保護と公正で民主的な事業の実現、市民との協働に努めています。 

また、広報活動については、毎年 9 月 10 日の｢下水道の日｣の関連事業としての古川下水終末処

理場の一般開放を実施するほか、「広報くしろ」への各種記事掲載、広報紙折込みによる「こんにち

はくしろの上下水道」の発行などを行うとともに、市ホームページを通じた情報発信に努めていま

す。 

 

(6) 人材・組織の状況 

本市においては、2004 年度（平成 16 年度）に上・下水道部門を統合し、以降組織・機構の見直

し及び職員定数の適正化に努め、効率的な事業運営体制の構築を進めてきたところです。 

また一方では、近年、高度経済成長期の採用者が相次いで定年を迎える中、下水道事業に係る技

術革新に迅速かつ的確に対応できる人材の育成、下水道施設の維持管理を担う技術の継承に努めて

いく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２.１８ 職員数の推移 
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図 ２.１９ 職員年齢構成（2020年度（令和 2年度）末） 

 

今後も引き続き、持続的に安定した下水道サービスを提供していくためには、経営の現状把握を行

うとともに、将来の見通しを明らかにした上で、経営基盤強化に取り組んでいきます。 

さらに、下水道の役割に配慮した下水道事業の方向性を見出した上で、長期的な視点に立った下水

道経営計画に則り事業を進め、その検証を続けていくことが必要です。 

 

(7) 事業実施状況 

前ビジョンでは、下水道事業経営に関して以下の取り組みを行いました。 

・水道事業と連動した未収金対策の強化として、現年度一調定滞納者への早期督励に取り組むとと

もに、弁護士事務所への債権回収業務を委託しました。 

・財政健全化推進プラン、定員適正化計画に基づき、職員定数の適正化に努めました。 

・それ以外の施策については、継続して実施してきました。 

 

(8) 現状を踏まえた課題及び取り組みの方向性 

2012年度（平成 24 年度）から 2020年度（令和２年度）の取り組みでは、目標値を達成すること

ができました。しかし、新型コロナウイルス感染拡大などにより、大きく状況が変化しているため、

引き続き下水道健全経営に関する取り組みを継続していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【課題に対する取り組みの方向性】 

○経営の効率化と健全化を進める 

○効率的で適正な組織づくりに努める 

○技術の継承と次世代を担う人材の育成を進める 

○情報公開と広報活動の充実を図る 
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２.４.６ 下水道資源・資産の活用 

下水道施設は、汚水を処理する過程で多くのエネルギーを消費する一方で、処理した水や汚泥、消

化ガス1などの資源が発生します。これらを有効に活用し、効率的な運転を行うことによって、持続可

能な循環型社会を構築し、下水道の活用による付加価値の向上を目指すことは重要な課題です。 

本市における資源・資産活用の現状と課題について以下に示します。 

 

本市の下水汚泥は、それぞれの下水処理場で処理を行っており、乾燥させた汚泥については、堆肥

センターにてコンポスト2化し緑農地利用を行っています。 

また、古川下水終末処理場や大楽毛下水終末処理場では汚泥消化設備を有しており、この設備から

発生する消化ガスを、ボイラーの燃料に使用し消化槽の加温を行い、重油の使用量を削減することに

より、発生する資源を自らの下水処理場の熱エネルギーとして有効活用を図り、地球温暖化防止に寄

与しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持続可能な下水道事業を目指し、地球温暖化、資源の循環利用などに配慮し、対策実施に向けて検

討を進めなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

                             
1 消化ガス：微生物により汚泥の有機物を分解・安定化することを消化といい、消化する際に発生するガスを消化ガスという。 
2 コンポスト：汚泥ケーキ単独または粗大有機物を混合して、好気性発酵させたもの。 

汚泥コンポスト施設 

農地へ散布作業 
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(1) 事業実施状況 

前ビジョンでは、下水道資源・資産の活用に関して以下の取り組みを行いました。 

・古川(白樺含む)下水終末処理場で発生した脱水汚泥全量を緑農地へ還元活用しました。 

・古川、大楽毛、阿寒湖畔下水終末処理場で発生する消化ガスのうち 90％以上を活用しました。 

・古川下水終末処理場水処理設備更新時における省エネ機器の導入や既存設備の効率的な運転等に

より、使用電力量を抑制することができました。 

 

(2) 現状を踏まえた課題及び取り組みの方向性 

2012年度（平成 24 年度）から 2020年度（令和２年度）の取り組みでは、目標値を達成すること

ができました。引き続き下水道資源・資産の活用に関する取り組みを継続していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【課題に対する取り組みの方向性】 

○下水道資源の有効活用を図る 

○下水道エネルギーを有効に活用する 

○省エネルギー・新エネルギー設備の導入を検討する 
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３ 下水道事業の目指すべきすがた 

３.１ 基本理念 

下水道施策の取り組みを進める上で、引き続き本市下水道事業の進むべき目標を市民に広く理解し

ていただく必要があります。 

 

これからは、普及向上を目指した拡張の時代から維持管理の時代に向け、サービスを享受する市民

の側に立った持続可能な下水道事業の推進を実現するため、より一層、安全・安心・快適な生活環境の

創造を最優先し、人口減少・少子高齢化社会に対応した健全な下水道事業経営を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

釧路市下水道事業の基本理念 

『次世代へつなぐ持続可能な水循環をささえる下水道』 
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３.２ 施策目標 

基本理念を実現するため、各課題に対する取り組みの方向性を整理し、６つの施策目標を設定し、今

後はこの目標の実現を目指し施策を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆課題に対する取り組みの方向性 ◆下水道事業が抱える課題 

●衛生的で快適な暮らしを支える 

●下水道の普及及び水洗化を促進する ２）水環境の保全 

１）下水道ストックの維持管理 

●安定した下水道施設の維持管理を図る 

●下水道が主因となる事故を防止する 

●効率的な維持管理情報の運用を図る 

●経営の効率化と健全化を進める 

●効率的で適正な組織づくりに努める 

●技術の継承と次世代を担う人材の育成を進める 

●情報公開と広報活動の充実を図る 

５）下水道経営 

●災害から下水道施設を守る 

●災害時等の危機管理を強化する 

 

４）災害対策 

●円滑な雨水排水を促す 

●雨による被害を最小限に抑える 

 

３）浸水対策 

６）下水道資源・資産の活用 

●下水道資源の有効活用を図る 

●下水道エネルギーを有効に活用する 

●省エネルギー・新エネルギー設備の導入を検討する 
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基本理念を実現するための施策目標 

施策目標１ 下水道施設の適正な維持管理 

既存ストックを適切に維持管理し、施設の長寿命化とライフサイクルコストの視点にたった計

画的な改築を目指します。 

施策目標２ 安全で快適な水環境の保全 

汚水の効率的な普及を進め公衆衛生の安全を目指します。また、市民生活や自然環境の変化に

も対応し放流水質の安定確保を目指します。 

大雨にも負けない、雨水システムの構築を目指します。 

施策目標３ 雨に負けない下水道 

施策目標４ 災害に負けない下水道 

被災時にも最低限の機能を確保できるよう、災害に強い下水道システムを目指します。 

施策目標６ 資源循環の推進、施設の有効活用 

循環型社会の構築への寄与と下水道の活用による付加価値の向上を目指します。 

施策目標５ 下水道事業の健全な経営 

健全な経営に努め、持続可能な下水道事業を目指します。また、人口減少や将来施策に配慮し

長期的視点に立った下水道経営を目指します。 
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４ 具体的施策体系 

６つの施策目標に対する具体的な行動を示した施策体系を整理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４.１ 下水道事業施策取り組み体系 

施策目標２ 

安 全 で 快 適 な 

水 環 境 の 保 全 

 

施策目標１ 

下 水 道 施 設 の 

適 正 な 維 持 管 理 

施策目標３ 

雨に負けない下水道 

(1)安定した下水道施設の維持管理 

基本 

理念 
施 策 目 標 具体的な施策 

ア 下水道施設の更新 

ア 老朽管調査 

イ 管路の異常箇所対策 

ア 雨水管の整備 

ア 汚水整備／私道整備 

ウ 不明水対策 

ア 台帳システムの活用 

ア 普及及び水洗化の促進 

ア  施設の地震、津波、浸水対策 

イ ソフト対策の強化 

(2)下水道管路が主因となる事故を防止 

(3)効率的な維持管理情報の運用 

(1)衛生的で快適な暮らしの確保 

(2)下水道の普及及び水洗化の促進 

(1)円滑な雨水排水 

(1)災害対策の推進 

施策目標４ 

災害に負けない下水道 

ア 下水道汚泥の緑農地還元 

ア 消化ガスの有効活用 

ア 省エネ・新エネの検討 

(1)下水道資源の有効活用 

(2)下水道エネルギーの有効活用 

(3)省エネルギー・新エネルギー設備の検討 

施策目標６ 

資源 循環 の 推進 、 

施 設 の 有 効 活 用 

 

ア 事業運営の効率化 

イ 財政基盤の強化 

ウ 組織・機構の見直し及び 
  職員定数の適正化 

ア 人材の育成及び技術の継承 

ア 情報公開 

イ 広報活動 

(1)経営の効率化・健全化 

(2)人材の育成と下水道技術の継承 

(3)情報の提供・共有 

施策目標５ 

下 水 道 事 業 の 

健 全 な 経 営 
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施策目標１ 下水道施設の適正な維持管理 

施設の不具合によって、市民の社会生活に重大な影響を及ぼすことがないよう適切な維持管理に努

めます。また、少子高齢化や人口減少など社会情勢の変化と、下水道が求められるニーズに適切に対

応し、引き続き安全で安心な下水道サービスを提供します。 

 

(1) 安定した下水道施設の維持管理 

下水道施設の更新 

管路施設は、ストックマネジメント1計画（修繕・改築計画：2020年度（令和２年度）～2024年

度（令和６年度））等に基づき、今後も施設の重要性や経過年数等による優先度を考慮し､計画的

に老朽管の改築・更新を進めます。 

下水処理場及び中継ポンプ場は、更新・改築を必要とする老朽化した施設が更新時期を迎えて

くることから、同じくストックマネジメント計画等に基づき、施設の重要度や優先度を考慮し計

画的に改築・更新を進めます。また、改築・更新時には、将来の人口減少による流入量の減少を

見据え、適切な施設規模となるようダウンサイジングを行い、省力・省エネ化を図ります。 

 

(2) 下水道管路が主因となる事故を防止 

老朽管調査 

ストックマネジメント計画（点検・調査計画：2017年度（平成 29年度）～2024年度（令和６

年度）等に基づき、施設の重要性や経過年数等による優先度を考慮し、計画的に老朽管の調査を

進めます。 

管路の異常箇所対策 

施設の老朽化などによる滞水、腐食、逆勾配などの異常箇所は、今後も点検・調査に努め、早

期発見、早期改善に取り組み、異常箇所の修繕など適切な維持管理に努めます。 

不明水対策 

不明水の管路への浸入経路の特定を行い、浸入水の削減を図るため、今後も取付管・公共桝等

の本管施設以外の施設調査に取り組んでいきます。 

また、水洗不能の回避・低減のため、初動対応の体制強化や大楽毛処理区における水洗不能の

緩和に向けて、汚水貯留施設の適切な施設運用に努めます。 

 

(3) 効率的な維持管理情報の運用 

台帳システムの活用 

施設機能を確実に発揮するためには、日常点検と定期点検の結果から施設の現状や健全度を把

握することが重要です。今後も計画的な維持管理や施設更新に取り組むため、台帳情報や点検・

調査結果を記録する台帳システムの施設情報の更新、維持管理情報の入力を適切に行い、下水道

事業の取り組みを効率的に行えるようシステムの維持管理に努めます。 

                             
1 ストックマネジメント：既存の建築物（ストック）を有効に活用することで、施設の長寿命化を図り、ライフサイクルコストを低減
する技術体系及び管理手法の総称。ただ単純に、古くなったという理由から施設を解体して新築（改築）を繰り返す、いわゆる「ス
クラップ＆ビルド」とは違う考え方となり、この「ストックマネジメント」を活用することで、施設の社会的需要や老朽度の判定・
改修時の費用対効果等を総合的に勘案した上で、解体・用途変更・改修・改築など、その施設にとってどれがよりよい方法なのか判
断することができる。 



36 

施策目標２ 安全で快適な水環境の保全 

いまだ下水道を利用できない地区については、引き続き下水道の整備を進めていきます。また、下

水道の整備済区域については、接続（水洗化）されていない世帯や事業者に対して、今後も個別訪問

や電話、チラシの配布による啓発活動などによって、引き続き普及促進を図ります。 

また、広域化・共同化の取り組みとして、大楽毛下水終末処理場で実施している汚水の共同処理を

引き続き実施していきます。 

一方、国では、2022 年度（令和４年度）中の広域化・共同化計画の策定を都道府県に求めており、

北海道においては、地区別検討会議を開催し、広域化・共同化に向けた取り組みを進めています。 

今後も北海道が行う検討会議へ参加するなど、引き続き広域化・共同化の推進に向けた検討を行い

ます。 

(1) 衛生的で快適な暮らしの確保 

汚水整備/私道整備 

未整備地区には私道路や地形的な条件等により、整備の実施が困難な箇所も残されていますが、

今後も未整備地区の解消に向けて、汚水管整備を進めていきます。 

 

(2) 下水道の普及及び水洗化の促進 

普及及び水洗化の促進 

下水道の普及・水洗化については対象者の建物の状況、金銭的な状況等もあることから、今後

も普及促進活動を進めていきます。 

 

 

 

 

家庭の下水道のしくみ（「こんにちはくしろの上下水道」より） 
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施策目標３ 雨に負けない下水道 

(1) 円滑な雨水排水 

雨水管の整備 

本市の公共下水道における浸水対策は、低地の浸水予想区域を中心に雨水管の整備を行ってき

ましたが、引き続き地域ごとの状況を踏まえた雨水管の整備を段階的に進めていきます。 

また、道路事業や河川事業など、他事業関連の整備について、関係部署と連携しながら取り組

みます。 

 

 

 

 

 

 

○都市浸水には、都市に降った雨が河川等に排水できずに発生する「内水氾濫」と、河川から溢れて

発生する「河川氾濫」がある。 

○下水道は、都市に降った「内水」の排除という役割を担っており、河川に放流するための管渠やポ

ンプ等の整備などを実施。 

 

浸水対策における下水道の役割（「国土交通省ホームページ」より） 
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施策目標４ 災害に負けない下水道 

(1) 災害対策の推進 

施設の地震、津波、浸水対策 

「耐震対策指針」に基づき対策を進めるとともに、新耐震基準以降に建設された施設について

も耐震診断を実施しており、今後は施設の耐震化を進めていきます。 

また、河川からの氾濫や内水氾濫の発生時においても、一定の下水道機能を確保し、下水道施

設被害による社会的影響を最小限にするため、下水処理場、中継ポンプ場の浸水対策を検討しま

す。 

ソフト対策の強化 

今後も上下水道部ＢＣＰの運用の中で、様々な被害想定による災害訓練を実施します。また、

上下水道部ＢＣＰ以外の危機管理マニュアルについても、組織体制の変化等に応じて、速やかに

改訂を行い、他計画等との整合性を図りながら作業を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震・津波、水害の発生時に下水道被害が与える社会的影響等イメージ図 

（国土交通省「下水道 BCP策定マニュアル 2019年版（地震・津波、水害編）」より） 
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施策目標５ 下水道事業の健全な経営 

(1) 経営の効率化・健全化 

事業運営の効率化 

下水道事業会計の健全経営に向け、より効率的な事業運営を進めていきます。 

下水道施設の維持管理費については、施設の老朽化に伴い増加傾向にありますが、下水処理場

等の運転管理について包括的民間委託を導入し、効率的な管理運営による経費の節減に努めてい

ます。引き続き適切な維持管理を行いながら、委託範囲の拡大の検討により民間事業者の技術を

活用した効率化を図るなど、運営経費の節減を図ります。 

また、管路施設の適正な維持管理を図り、有収率1を向上させ、不明水の処理に要する費用を抑

制します。 

下水道事業は、施設の保全など、多くの業務で人手に依存していますが、今後、経験豊かな職

員の退職が見込まれます。こうした課題に対処するとともに、お客様の利便性も向上する手段と

して、遠隔監視や自動運転、施設の劣化予測など、全国で始まっているＩｏＴやＡＩを活用した

下水道ＤＸ2の取り組みについて、国の取り組みや最新の技術動向を踏まえながら検討を行ってい

きます。 

財政基盤の強化 

今後も水道事業と連動した未収金対策の強化に取り組み、収納率の向上に努めます。 

組織・機構の見直し及び職員定数の適正化 

財政収支計画、定員管理計画との整合を図り、今後も業務量に見合った適正配置と事務事業の

見直しを検討します。 

 

(2) 人材の育成と下水道技術の継承 

人材の育成及び技術の継承 

今後も安定した下水道事業の運営を継続するためには、人材の育成は必須であることから、若

手・中堅職員を中心に積極的に研修への参加を促し、個々のスキルアップに努めます。 

また、持続可能な下水道事業の体制づくりのため、引き続き各種作業等のマニュアルの作成・

改訂を行い、着実に技術の継承を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
 
2 DX：デジタルトランスフォーメーション。データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネ
スモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。 
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(3) 情報の提供・共有 

情報公開 

情報の提供・共有については、これまでどおり釧路市情報公開条例及び釧路市市民意見提出手

続条例等の適正な適用に努めていくとともに、広報紙やホームページなどを積極的に活用した情

報発信を行うことで、より開かれた事業運営に取り組み、下水道事業運営などについて、引き続

きわかりやすい情報提供に努めます。 

また、法令や条例・規則に基づき、個人情報の適正な取り扱いを徹底します。 

広報活動 

広報活動情報発信としての広報活動については、引き続き広報紙「こんにちはくしろの上下水

道」やホームページなどへの掲載情報を工夫するなど、市民に分かりやすい情報提供を行い、下

水道事業について、利用者の皆様に関心を持ち、理解していただくため、広報活動の充実に努め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マンホールカード 
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施策目標６ 資源循環の推進、施設の有効活用 

(1) 下水道資源の有効活用 

下水道汚泥の緑農地還元 

下水道は、雨水や処理水、汚泥など様々な資源を有しています。循環型社会構築のため、下水

道汚泥のコンポスト化等による緑農地での有効活用について継続します。 

 

(2) 下水道エネルギーの有効活用 

消化ガスの有効活用 

今後も適切な水処理・汚泥処理による消化ガス発生量の安定化を図るとともに、大楽毛下水終

末処理場ガス発電設備については、2021年度（令和３年度）末から供用を開始します。 

 

(3) 省エネルギー・新エネルギー設備の検討 

省エネ・新エネの検討 

都市の発展や生活様式の変化にともなう資源やエネルギーの大量消費は、大気中に多量の温室

効果ガス1を排出し、地球環境に重大な影響を与えています。 

下水道施設は循環型社会を支える社会資本整備の一端を担っており、省エネルギー対策や、自

然エネルギーなどの新エネルギーの利用促進により、地球温暖化防止対策に取り組んでいく必要

があります。 

このため、設備等更新時には省エネ機器などの運転効率の高い機器の導入、設備等の最適化な

どを図りながら効率的な運転管理を進め、使用電力量や燃料の使用抑制に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
1 温室効果ガス：太陽からの熱を地球に封じ込め、地表を温める働きがあるガス。地球温暖化の主な原因とされ、二酸化炭素、メタン
及びフロンガスなどがある。 
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５ 施策の実現に向けて 

５.１ 施策の実現と進捗管理 

５.１.１ 施策の実現 

下水道ビジョンは、2022年度（令和４年度）年度から 2031年度（令和 13年度）までの 10年間の本

市下水道事業の今後目指すべき方向性を定めたものです。 

本ビジョンにおける施策目標を実現するための具体的な施策については、ＰＤＣＡという一連のマ

ネジメントサイクルを確立することで、効率的・効果的な事業の実施を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５.１ ＰＤＣＡによるマネジメントサイクル 

 

５.１.２ 進捗管理 

本ビジョンの施策体系に沿った実施計画として、10年間の『釧路市下水道経営計画』を策定し、進

捗状況を管理します。 

 

５.１.３ 進捗状況の公表 

ビジョンの進捗状況については、目標の達成度や施策の実施内容等をホームページなどにより公表

するとともに、評価・分析を行い施策に反映していきます。 

 

５.２ 施策別優先順位 

下水道ビジョンは、今後 10年程度の施策目標と目標を実現するための施策を取りまとめたものであ

り、優先順位づけを行った上で具体的施策を進めていきます。 

汚水処理、浸水対策、水環境については、今後の役割に大きな変化はありませんが、今後ともその役

割を果たせられるよう、維持管理をしっかり行い事業を進めます。 

一方、下水道事業は、安全、安定した事業運営が根幹であり、課題として、下水道事業経営、下水道

ストック（下水道施設）の更新、浸水対策、災害対策、下水道資源・資産等の資源循環の継続的な推進、

施設の有効活用が挙げられています。 

これらの具体的な施策は、今後 10年間の中で優先的に取り組みを行います。 
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６ 釧路市下水道ビジョンと持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）との関連 

生活に欠かすことのできない水道事業及び下水道事業を担う中で、ＳＤＧｓの目標達成に貢献するた

め、関連の深い下水道ビジョンの各施策と連携を図って行きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６.１ 進行管理について 

ＳＤＧｓに関する取り組みについては、下水道ビジョンとその実施計画である経営計画に基づく各

施策・取り組みを通じて行うため、進行管理についてはその事業評価と一体的に行うこととします。 

 

６.２ 目標と事業との関係について 

 

安全な水道水をお届けする、また下水をきれいに処理して放流するため、施設や

計器等を適切に維持管理し、公衆衛生の確保を持続的に果たし続けます。 

 

 

 

 

 

 

 

浄水場・処理場の見学や、広報誌やインターネットでの情報発信を通じて、水に

関する学習の機会を提供します。 

 

 

 

【下水道事業】 

・安定した下水道施設の維持管理 

【下水道事業】 

・情報の提供・共有 
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平常時・非常時ともに、安全な水道水の提供と下水処理による衛生環境を確保し

続けます。 

 

 

 

 

 

 

省エネルギー設備の導入や、エネルギーの有効活用に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

人材育成や技術承継を絶え間なく続けながらも、ワーク・ライフ・バランスを重

視するなど働き方改革に取り組み、生産性向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

次世代へインフラを引き継ぐため、ICTの導入、DXの推進などにより技術の一層

の研鑽を図ることで、持続可能な上下水道を構築していきます。 

 

 

 

 

 

 

災害に強い上下水道の構築を通じて、都市の強靭化に寄与します。 

 

 

 

 

 

 

【下水道事業】 

・下水道管路が主因となる事故を防止 

・衛生的で快適な暮らしの確保  

・下水道の普及および水洗化の促進 

・災害対策の推進 

【下水道事業】 

・下水道資源の有効活用 

・下水道エネルギーの有効活用 

・省エネルギー・新エネルギー設備の検討 

【下水道事業】 

・人材の育成と下水道技術の継承 

【下水道事業】 

・災害対策の推進 
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浄水場の浄水発生土（脱水ケーキ）の減量化や、下水道汚泥の緑農地還元などを

通じて、廃棄物の減少と再資源化に努めます。 

 

 

 

 

 

 

気候変化や自然災害への対策を常に検討し実践していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

取水する川などの水質保全や、適切な下水処理を通じて、海洋資源の保全を図り

ます。 

 

 

 

 

 

 

法令の遵守、財務報告の信頼性の確保や定期的な上下水道事業審議会での議論な

どにより、適正な事務執行に努めます。 

 

 

 

 

 

 

公民連携や広域連携など、パートナーシップを重視し、サービスの向上と経営コ

ストの削減に努めます。 

 

 

 

 

 

 

【下水道事業】 

・下水道資源の有効活用 

・下水道エネルギーの有効活用 

【下水道事業】 

・円滑な雨水排水 

・災害対策の推進 

【下水道事業】 

・衛生的で快適な暮らしの確保 

・下水道の普及および水洗化の促進 

【下水道事業】 

・経営の効率化・健全化 

・人材の育成と下水道技術の継承 

・情報の提供・共有 

【下水道事業】 

・安定した下水道施設の維持管理 

・経営の効率化・健全化 
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７ 資 料 編 

７.１ 下水道ビジョン策定の意義 

国（国土交通省）は、下水道中期ビジョンについて、以下のように示しています。 

○投資余力が減退する中、限られた財源の中で多様な課題に対応するにあたっての優先順位を設

ける。 

○下水道事業の仕組み(使用料や接続義務など)や必要性(水質保全効果など)及び下水道として

の整備目標(普及拡大の範囲や浸水対策の目標降雨及び整備時期など)を下水道サービスの直

接の利用者たる地域住民等に理解して頂く。 

○地域住民等のニーズを反映し、効率的で信頼性の高い事業運営につなげる(整備要望の高い地

区を優先的に整備することにより、接続率の向上や安定的な使用料収入の確保が図られること

など)ことなどを目的として、人口減少等の社会情勢の変化を踏まえた全体計画の見直し等を

踏まえつつ、今後、概ね 10年間で重点的に実施する具体的施策につき、地域住民等との対話の

もとにとりまとめるものとして、国土交通省が各地方公共団体に策定を促しているものである。 

 

７.２ 国における３つの下水道関連ビジョンの概要 

● 『 2014年(平成 26年)７月策定 新下水道ビジョン～「循環のみち」の持続と進化～概要』 

〇「新下水道ビジョン」は主に、「下水道の使命と長期ビジョン」と今後 10年程度の目標及び具

体的な施策を示した「中期計画」で構成されています。 

〇長期ビジョンとして、『「循環のみち下水道」の成熟化』を図るための『「循環のみち下水道」の

持続』と『「循環のみち下水道」の進化』を位置づけられています。 

〇地方公共団体においては、財政、人材等の制約の中、経営の観点も踏まえ、まずは適切な汚水・

雨水管理を持続的に実施することを基本とし、地域の状況、特性、ニーズ等に応じて、必要と

する施策を選択し、優先順位を付けて実行することが望まれます。 

〇地方公共団体、公的機関、民間企業、大学・研究機関、国、国民等、幅広い各主体が、新下水

道ビジョンに示された下水道の使命を共有し、それぞれが果たすべき役割を着実に実行される

ことが求められます。 

 

● 『 2017年(平成 29年)８月策定 新下水道ビジョン加速戦略～実現加速へのスパイラルア

ップ～ 概要』 

加速戦略は、新下水道ビジョンの実現加速の観点から国が選択と集中により５年程度で実施す

べき施策をとりまとめたものであり、今後の国の下水道政策の方向性を示すメッセージでもあり

ます。 

新下水道ビジョン策定以降の下水道をめぐる社会情勢の変化等を踏まえ、国が早急に実施すべ

き６つの政策テーマ（重点項目Ⅰ～Ⅵ）を選定しています。さらに各施策の円滑な推進の観点か

ら、社会状況の変化等に対応しうる下水道産業の育成、国民理解に向けた情報の発信に関する２

つの政策テーマ（重点項目Ⅶ、Ⅷ）を選定しています。 
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※出典：新下水道ビジョン加速戦略 

2017年（平成 29年）８月 10日 国土交通省水管理・国土保全局下水道部 
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● 『 2009年(平成 21年)３月策定 北海道地方中期ビジョン 概要』 

2004年度（平成 16年度）に『北海道地方下水道ビジョン』が策定され、2009年（平成 21年）

３月に改訂されました。 

国の『下水道中期ビジョン』を踏まえつつ、北海道を取り巻く様々な社会的要因を検討し、北

海道独自の視点で、下水道が目指すべき方向性を検討し、今後、概ね 10 年間の下水道の取り組

みについて示されています。 

『北海道地方下水道ビジョン』は、この中で特に持続型社会の構築に向け、今後下水道が果た

すべき役割と、地域住民の理解と協働という視点に重点を置いた方向性を示しており、各地方公

共団体がそれぞれの視点で、地域特性を考慮した下水道ビジョンを策定するための、具体的な事

業計画の方向性が定められています。 
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７.３ 釧路市における下水道ビジョン策定フロー 

釧路市は、持続可能な社会の実現を目指し、長期的な視点で将来を見据えた上で、下水道事業のあり

方をビジョンとして策定します。 

昨今、国の財政再建、少子高齢化の到来等、北海道地方を取り巻く環境は急激に変化しており、併せ

て下水道事業を取り巻く状況は厳しさを増しています。 

一方で下水道の果たす役割は汚水処理の未普及解消のほか、地震・浸水被害の軽減、下水道資源のリ

サイクルの推進、下水道における整備済み施設＝ストックの増大による維持管理・更新等、多くの課題

を抱えています。 

『釧路市下水道ビジョン』の策定においては、釧路市の下水道事業の現状や課題を把握した上で、基

本理念と施策目標を定め、今後 10年間の具体的施策や事業の検討を進めてきました。 

 検討にあたっては、有識者等からなる釧路市上下水道事業審議会による審議を行うとともに、パブリ

ックコメントの実施を経て、幅広い意見の反映に努めてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ７.１ 釧路市下水道ビジョン策定フロー（2021年度（令和３年度）） 

審議会とパブコメの流れ 

 

検討スケジュール 

施策実績を踏まえた、将来 10 年ビ

ジョン素案作成 

釧路市上下水道事業審議会結果を

踏まえた素案の修正 

釧路市民意見提出手続条例に基づ

く意見募集 

釧路市水道ビジョン完成 

釧路市下水道ビジョン完成 

＜上下水道事業審議会＞ 

ビジョン素案に対する審議 

ビジョン公開 

（関係機関等に提出） 

パブリックコメントでの意見集約 

 

 

釧路市水道事業及び下水道事業の

経営計画案作成 

釧路市水道ビジョン策定開始 

釧路市下水道ビジョン策定開始 ９月 

10月 

～11月 

１月 

～2月 

12 月 

～1月 

2月 

3月 

＜上下水道事業審議会＞ 

ビジョン案、経営計画案の報告 

広報による閲覧周知 
ＨＰにてビジョンを公開 
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７.４ 用語集 

ア行 

【ＩｏＴ（Internet of Things）】 

従来インターネットに接続されていなかった様々な物が、ネットワークを通じてサーバーやクラウド

サービスに接続され、相互に情報交換をする仕組み。 

【圧送管
あっそうかん

】 

ポンプ場からの圧送、圧力式下水道収集システム、圧力式下水道輸送システムで用いられる管。 

【一般
いっぱん

会計
かいけい

】 

国および地方公共団体で一般の歳入歳出を経理する会計。この他に、特別会計というものがある。 

【雨水滞
う す いた い

水
すい

池
ち

】 

初期雨水を一時的に貯留し、合流式下水道からの越流水による汚濁負荷量を減少させるための施設。 

【雨水
う す い

吐
ば

き口】 

合流式下水道で、降雨時に一定量の排水は処理場へ流し、それ以上の排水を河川等に放流するための

施設。 

【ＡＩ（artificial intelligence）】 

人工知能のこと。人間の知的ふるまいの一部をソフトウェアを用いて人工的に再現したもの。 

【ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals）】 

2015 年９月に国連で採択された、2030 年までの国際社会全体の開発目標。17 のゴール（目標）とそ

の下位目標である 169 のターゲットから構成されており、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指

し、経済・社会・環境をめぐる広範な課題に統合的に取り組むための目標。前身は 2001年に国連で策

定された「ミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）」。主に発展途上国をメインターゲットとしていた点が異

なる。 

【液状化
えきじょうか

】 

地震の際に地下水位の高い砂地盤が、一時的に液体のようになってしまい、マンホールが浮き上がっ

たりする現象。 

【応急
おうきゅう

対策
たいさく

】 

その時点では間に合わないために、本格的な措置が可能になるまでのつなぎの措置を講じたりするこ

と。 
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【汚水
お す い

処理
し ょ り

施設
し せ つ

】 

一般家庭、事業所、事業場（耕作の事業所を除く）、工場等から生活、営業並びに生産活動によって排

出される排水を処理する施設。 

【汚濁
お だ く

負荷
ふ か

量
りょう

】 

汚水や雨水に含まれる、水質を汚濁する物質の総量。 

【温室
おんしつ

効果
こ う か

ガス】 

太陽からの熱を地球に封じ込め、地表を温める働きがあるガス。地球温暖化の主な原因とされ、二酸

化炭素、メタン及びフロンガスなどがある。 

カ行 

【改築
かいちく

】 

既存の施設の老朽化等により、施設の全部または一部（修繕に該当するものを除く）の再建設あるい

は取替えを行うこと。 

【嵩
かさ

上
あ

げ】 

構築物を今までよりも高くすること。 

【合併処理浄化槽
がっぺいしょりじょうかそう

】 

し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽。 

【環境
かんきょう

基準値
き じ ゅん ち

】 

国や地方公共団体が公害防止対策を進めるために設定する望ましい環境の質のレベル。 

【環境
かんきょう

負荷
ふ か

】 

人間の活動が環境に与える負担。環境基本法では、「人の活動により環境に加えられる影響であって、

環境の保全上の支障原因となる恐れのあるもの」と定義している。 

【幹線
かんせん

】 

下水排除施設の骨格をなす管路。 

【経営
けいえい

戦略
せんりゃく

】 

公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続していくための中期的な経営の基本計画。 
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【元利
が ん り

償還
しょうかん

金
きん

】 

地方債の発行後、各事業年度に支出する元金と利息の償還額、または一定期間に支出する元金、利息

の償還金の総額。 

【企業債
きぎょうさい

】 

地方公共団体が、地方公営企業の建設、改良などに要する資金に充てるために起こす地方債。 

【きょう雑物
ざつぶつ

】 

ごみやトイレットペーパー等、下水に含まれる固形物。 

【下水
げ す い

汚泥
お で い

】 

下水処理の各工程から発生する汚泥、どろ。 

【下水
げ す い

終末
しゅうまつ

処理場
しょりじょう

】 

下水道の汚水を浄化し、河川・湖沼または海へ放流する施設。 

【下水道
げ す いど う

使用
し よ う

料
りょう

】 

下水道の維持管理費等の経費に充てるため、下水道管理者が使用者から徴収する使用料。 

【下水道処理人口普及率
げすいどうしょりじんこうふきゅうりつ

】 

行政区域内の総人口に占める処理区域内人口（下水道を利用できる区域の人口）の比率をいい、百分

率で表す。 

【下水道
げ す いど う

面積
めんせき

整備率
せ い びり つ

】 

下水道面積普及率ともいう。対象とする区域の総面積のうち、下水道が整備されている面積の比率で

定義される。 

【ゲリラ豪雨
ご う う

】 

ゲリラ豪雨は局地的・短時間・高強度が特徴で、総雨量は小さいがピーク雨量は非常に大きい。また、

発生場所等の予測が困難で、短時間に急激な雨水の流出が生じるため、被害軽減のための事前の対応

がとりにくく、地下空間の利用者や水路工事従事者に犠牲者が出たケースもある。河川整備の目安と

してきた時間雨量 50mm を大きく上回る時間雨量 100mm のゲリラ豪雨に対しても国民が安心して暮ら

せるよう、河川管理者が実施する対策に加え、下水道、道路等の関係者が行うべき地域ごとの集中的

な対策とその役割分担等を定めた「100ミリ／h安心プラン（仮称）」を国にて現在策定中。 

【減災
げんさい

】 

災害時において発生し得る被害を最小化するための取り組みである。防災が被害を出さない取り組み

であるのに対して、減災とはあらかじめ被害の発生を想定した上で、その被害を低減させていこうと

するものである。 
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【公営
こうえい

企業
きぎょう

】 

地方公営企業ともいう。水道事業（簡易水道事業を除く）、工業用水道事業、軌道事業、自動車運送事

業、鉄道事業、電気事業、ガス事業。  

【公共
こうきょう

下水道
げ す いど う

】 

主として市街地における下水を排除し、又は、処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終

末処理場を有するもの。 

【公共用
こうきょうよう

水域
すいいき

】 

水質汚濁防止法では、｢河川、湖沼、港湾、沿岸海域、その他公共の用に供される水域、及びこれに接

続する公共溝渠、かんがい（灌漑）用水路、その他公共の用に供される水路｣と規定されている。下水

道では、公共下水道の雨水管路（管渠）並びに都市下水路等が該当する。 

【更新
こうしん

】 

標準的な耐用年数に達した施設の再建設あるいは取替えを行うこと。 

【合流式
ごうりゅうしき

下水道
げ す いど う

】 

雨水と生活雑排水等（汚水）を同じ管で流す下水道の一方式。合流式下水道では、分流式に比べて管

路施設の建設が容易な反面、大雨時などに汚水混じりの雨水が河川等の公共用水域へ未処理のまま排

出される恐れがあり問題となっている。 

【コンポスト】 

汚泥ケーキ単独または粗大有機物を混合して、好気性発酵させたもの。 

サ行 

【ＣＯＤ（Chemical Oxygen Demand）】 

水の汚れ具合（有機物の）を示す、主に海水や湖沼の水質を測る代表的な指標。薬品を用いて調べ、

単位は㎎/ℓ。化学的酸素要求量の略。 

【循環型
じゅんかんがた

社会
しゃかい

】 

リサイクルや資源の有効活用を推進し、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減さ

れる社会。 

【消化
しょうか

ガス】 

微生物により汚泥の有機物を分解・安定化することを消化といい、消化する際に発生するガスを消化

ガスという。 
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【伸縮
しんしゅく

継
つ

ぎ手
て

】 

伸縮性、可とう性あるいは偏心性などに富む継ぎ手。温度変化による伸縮、地震による地盤変位、地

盤の不同沈下などを吸収し、構造物に無理な力が作用するのを避ける目的で使用される。 

【浸水
しんすい

】 

大雨により地域・家屋等が水につかる現象で、地域についてはその面積・家屋については床上・床下

の浸水戸数で表現する。道路等は冠水と表現。 

【水質
すいしつ

保全
ほ ぜ ん

】 

環境保全のうち、水質に関わるもの。人間の産業活動や事業活動により排出される汚染物質を規制・

抑制し、水質の汚染を防止することにより、水質の将来的な維持を行うこと。 

【水洗化
す い せん か

】 

トイレを水洗式にし、宅地内の排水管を下水道等へ接続すること。 

【水洗化率
すいせんかりつ

】 

水洗化し、浄化槽も含めた汚水処理施設等を使用している人口の比率をいう。 

ここでは、下水道が整備され利用できる区域の総人口に対し、実際に水洗化して使用している人口の

比率をいい、百分率で表す。 

【スクリーン】 

雨天時の合流下水に含まれているきょう雑物が川に直接放流されることを防ぐため、きょう雑物を取

り除く施設。 

【ストック】 

既存の資源及び資産（下水道管路（管渠）等）。 

【ストックマネジメント】 

既存の建築物（ストック）を有効に活用することで、施設の長寿命化を図り、ライフサイクルコスト

を低減する技術体系及び管理手法の総称。ただ単純に、古くなったという理由から施設を解体して新

築（改築）を繰り返す、いわゆる「スクラップ＆ビルド」とは違う考え方となり、この「ストックマ

ネジメント」を活用することで、施設の社会的需要や老朽度の判定・改修時の費用対効果等を総合的

に勘案した上で、解体・用途変更・改修・改築など、その施設にとってどれがよりよい方法なのか判

断することができる。 

【ソフト】 

主にサービスの提供や事業実施の環境づくりなど。関連:ハード 
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タ行 

【耐震
たいしん

診断
しんだん

】 

構造物が想定規模の地震に対して安全であるか否かを判定するために行う調査、解析、および評価等

の作業の総称。 

【耐用
たいよう

年数
ねんすう

】 

固定資産がその本来の用途に使用できると思われる推定年数。 

【地球
ちきゅう

温暖化
お ん だん か

】 

二酸化炭素などの温室効果をもたらすガスの蓄積という人為的な要因が主因となって、気候が急速に

温暖化すること。 

【長寿
ちょうじゅ

命化
みょうか

】 

予防保全的な維持管理により既存ストックを活用し、耐用年数の延伸に寄与し、延命化を図ること。 

【ＤＸ：デジタルトランスフォーメーション】 

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズ

を基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、

企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。 

【特定
とくてい

環境
かんきょう

保全
ほ ぜ ん

公共
こうきょう

下
げ

水道
すいどう

】 

公共下水道のうち、市街化区域外において設置されるもの。農山漁村の居住環境の改善や観光地など

の自然保護を目的として設置されるもの。 

ナ行 

【ナショナルミニマム】 

国が広く国民全体に対して保障する必要最低限の公共サービス水準。 

ハ行 

【ハード】 

主に道路や施設の整備等、構造物の建設が必要なもの。関連:ソフト 
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【排水
はいすい

設備
せ つ び

】 

汚水（トイレなどからの排水）や雨水を速やかに公共下水道に流すための個人、事業所等が敷地内に

設ける施設。 

【パブリックコメント】 

市町村等の行政機関が条例の制定や計画の策定において、事前に条例等の案を公表し、住民等が意見

や情報を提出する機会を設けること。 

【ＢＯＤ（Biochemical Oxygen Demand）】 

生物化学的酸素要求量といい、水の汚れ具合（有機物の量）を示す、主に河川の水質を測る代表的な

指標。水中の酸素を使って汚れを分解する微生物が、対象となる水の汚れを分解するときに使用した

酸素量を調べるもので、単位は㎎/ℓ。汚れている水ほど分解に酸素が必要となるため、ＢＯＤの値は

高くなる。 

【ＰＤＣＡ】 

事業活動などを計画通りスムーズに進めるためのマネジメント行動の一つ。Plan（計画）→ Do（実

行）→ Check（点検・評価）→ Action（処置・改善）→ Plan のサイクルで進める。「ＰＤＣＡ」は、

その各ステップの頭文字をとったもの。 

【腐食
ふしょく

】 

材料が、生物学的原因、物理学的要因、化学的原因などによって、腐ったり、錆びたりして形がくず

れること。 

【不明
ふ め い

水
すい

】 

下水管路内に、管路の継ぎ手部・マンホールの蓋穴・ます等から浸入してくる地下水・雨水等。 

【分流式下
ぶんりゅうしきげ

水道
すいどう

】 

雨水と汚水を別々の管路系統で排除する方式。汚水のみを処理場に導く方式であるため雨天時に汚水

を公共用水域に放流することがないので、水質汚濁防止上有利である。 

【閉鎖性
へ い させ い

水域
すいいき

】 

湖沼や内海、内湾のように、外部と水の交換が行われにくい水域。 

【包括的
ほうかつてき

民間
みんかん

委託
い た く

】 

民間事業者（受託者）が一定の要求水準（性能要件）を満足する条件で、施設の運転・維持管理につ

いて受託者の裁量に任せられるという性能発注の考え方に基づく委託方式。 

【防災
ぼうさい

】 

災害を未然に防ぐための各種行為・施策・取り組み。 
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マ行 

【ＭＩＣＳ（Ministry Intelligence Comprehensive System）事業（汚水
お す い

処理
し ょ り

施設
し せ つ

共同
きょうどう

整備
せ い び

事業
じぎょう

）】 

効率的な汚水処理事業を展開するため、複数の汚水処理施設が共同で利用する施設（共同水処理施設）

を基本的に下水道敷地内に整備し、他の汚水処理と一括処理することにより、効率的な維持管理や複

数の行政施設の集約化を行うこと。 

【水
みず

循環
じゅんかん

】 

地球上の水が、太陽エネルギーを元とし、気圏・岩石圏・水圏・生物圏の間を状態を変えながら絶え

ず移動・循環していること。水文循環ともいう。 

ヤ行 

【有
ゆう

収率
しゅうりつ

】 

下水道で処理した汚水のうち使用料収入の対象となる水の割合で、施設の効率性を示す指標の一つ。 

【予防
よ ぼ う

保全
ほ ぜ ん

】 

事故・故障などが生じないように注意し、事前に防ぐことにより、安全を確保していくこと。 

ラ行 

【ライフサイクルコスト（ＬＣＣ：Life Cycle Cost）】 

ある施設における初期建設コストと、その後の維持管理費用等を含めた生涯費用の総計。 

【リスク管理
か ん り

】 

リスクマネジメント。経済活動に生じるさまざまな危険を、最小の費用で最小限に抑えようとする管

理手法。危機管理。危険管理。 

【硫化
りゅうか

水素
す い そ

】 

火山ガスや鉱泉水に含まれるが、硫黄を含むたんぱく質の腐敗や硫酸塩の還元によっても生じる特有

の臭気をもつガス。汚泥、し尿の嫌気性化消化過程や下水、汚泥の腐敗により発生する。 
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